
業務規程及び送配電等業務指針
変更案の概要について

２０２１年４月７日

電力広域的運営推進機関
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◼ 洋上風力発電の新たな系統確保スキームの導入等に対応するため、業務規程及び送配電等業務指
針を変更します。

◼ 主な変更のポイントは以下のとおりです。背景、変更内容等については、それぞれの変更に関するスライド
にて説明します。なお、以下の変更以外に、技術的な規定の変更等も実施しております。

1. 洋上風力発電の系統アクセスに関する規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）【スライド２
～１７】

• 洋上風力発電の新たな系統確保スキームの導入に関する変更

2. 広域予備率の運用開始に関する規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）【スライド１８～２６】

• 広域予備率及び補正料金算定インデックスの運用開始に関する変更

3. 需給調整市場拡大に関する規定の変更（送配電等業務指針）【スライド２７～３５】

• 需給調整市場三次①の開始に伴う各種計画等の提出時期に関する変更

4. 需給ひっ迫時の対応に関する規定の変更（業務規程）【スライド３６～４０】

• 需給ひっ迫時の対応態勢及び対応組織に関する変更

業務規程及び送配電等業務指針の変更案の概要
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3１ 洋上風力発電の系統連系に関する規定の変更の背景

※3 発電設備等を送電系統に連系等するにあたり、送電系統の容量が不足し増強工事が必要となる場合、近隣の案件も含めた
対策を立案し、系統連系希望者で増強工事費を共同負担するプロセス（以下「一括検討プロセス」という）

• これに対応するため、国の要請に基づく送電系統の暫定容量確保及び接続検討に関するルールの
整備が必要

• また、国の要請に基づく暫定容量確保を起因として、必要に応じて「電源接続案件一括検討プロセス
(※3)」を開始する旨規定することが必要

カーボンニュートラルの実現に向けて期待される洋上風力発電は、その円滑な導入に向けて再エネ海域
利用法（※1）により、必要な海域占用のための仕組みが整備されたが、事業者が自ら事前に系統容量
を確保し、海域の占用に応募するため、複数の事業者が同じ区域で重複して系統容量を確保すること
で、本来使われることのない暫定容量が確保され、他の電源の接続にも影響を与えている。

※2 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会

※1 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律（平成30年法律第89号）

また、洋上風力事業者にとっても海域占有と系統容量の確保を一体的に行うことで安定的に開発を実
施できる仕組みが必要であったことから、国の審議会 (※2)において、国の要請に基づき、暫定的な系統容
量の確保及び接続検討を実施する新たな系統確保スキームが提案された。
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［変更内容］

（送電系統の暫定容量確保及び接続検討）

• 広域機関は、国からの送電系統の暫定的な容量確保及び接続検討の要請の受付、並びに一般
送配電事業者への容量確保の通知及び接続検討の依頼を行う旨規定

• 一般送配電事業者は、広域機関からの容量確保の通知等に基づき、送電系統の暫定的な容量
確保及び接続検討を実施する等規定

（一括検討プロセス開始）

• 一般送配電事業者は、送電系統に暫定的に確保した容量が既存の連系可能量を超過すると判
断した場合、一括検討プロセスを開始する旨規定

【業務規程第６７条、第６８条、第７１条、第７２条、第８１条、第８２条、第９７条】＜変更＞
【業務規程第６８条の２】＜新設＞
【送配電等業務指針第８８条、第８９条、第９３条、第９４条、第９９条、第１１１条、

第１１２条、第１２０条の４、第１２２条の３、第１２２条の４、
第１２２条の９、第１２２条の１０、第１２３条の２】＜変更＞

１ 洋上風力発電の系統連系に関する規定の変更の内容



5（参考）洋上風力発電の系統連系に関する新たな業務フロー
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＜変更前＞ ＜変更後＞【業務規程】 【業務規程】

（参考）洋上風力発電の系統連系に関する規定の変更
（新旧対照表：業務規程）①

（系統アクセス業務の実施）
第６７条 本機関は、法第２８条の４０第１項第８号の規定に
より、送電系統への発電設備等（送電系統に電力を流入しな
い発電設備等を除く。以下、この章において同じ。）の連系
等を希望する者からの事前相談及び接続検討に関する申込み
の受付、検討結果の確認、検証及び回答等の業務を行う。
（新設）

（新設）

２・３ （略）

（系統アクセス業務の実施）
第６７条 本機関は、法第２８条の４０第１項第８号の規定に
より、次の各号に掲げる業務を行う。

一 送電系統への発電設備等（送電系統に電力を流入しない
発電設備等を除く。以下、この章において同じ。）の連系等
を希望する者からの事前相談及び接続検討に関する申込みの
受付、検討結果の確認、検証及び回答等の業務
二 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利
用の促進に関する法律（平成３０年法律第８９号。以下「再
エネ海域利用法」という。）第８条第１項の規定による海洋
再生可能エネルギー発電設備整備促進区域（以下「促進区
域」という。）の指定に関する国からの送電系統の暫定的な
容量確保の要請及び接続検討の要請の受付、検討結果の確認、
検証及び回答等の業務

２・３ （略）
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＜変更前＞ ＜変更後＞【業務規程】 【業務規程】

（参考）洋上風力発電の系統連系に関する規定の変更
（新旧対照表：業務規程）②

（事前相談及び接続検討の申込みの受付）

第６８条 本機関は、特定系統連系希望者の事前相談及び接続
検討の申込みを受け付ける。

２ 本機関は、前項の申込みを受け付けた場合は第７０条第３
項又は第７２条第２項に定める回答期間内の日を回答予定日
として、特定系統連系希望者へ速やかに通知する。

３ 本機関は、前項の回答予定日までに回答できない可能性が
生じたときは、その事実が判明次第速やかに、特定系統連系
希望者に対し、その理由、進捗状況、今後の見込み（延長後
の回答予定日を含む。）を通知し、特定系統連系希望者の要
請に応じ、個別の説明を行う。延長後の回答予定日までに回
答できない可能性が生じたときも同様とする。

（事前相談及び接続検討の申込み並びに接続検討の要請の受
付）
第６８条 本機関は、特定系統連系希望者の事前相談及び接続
検討の申込み並びに再エネ海域利用法第８条第１項の規定に
よる促進区域の指定に関する国からの接続検討の要請を受け
付ける。
２ 本機関は、前項の申込み又は要請を受け付けた場合は、第
７０条第３項又は第７２条第２項に定める回答期間内の日を
回答予定日として、特定系統連系希望者又は国へ速やかに通
知する。
３ 本機関は、前項の回答予定日までに回答できない可能性が
生じたときは、その事実が判明次第速やかに、特定系統連系
希望者又は国に対し、その理由、進捗状況、今後の見込み
（延長後の回答予定日を含む。）を通知し、特定系統連系希
望者又は国の要請に応じ、個別の説明を行う。延長後の回答
予定日までに回答できない可能性が生じたときも同様とする。

（新設） （送電系統の暫定的な容量確保の要請等の受付）
第６８条の２ 本機関は、再エネ海域利用法第８条第１項の規
定による促進区域の指定に関する国からの送電系統の暫定的
な容量確保の要請を受け付ける。
２ 本機関は、前項の要請の内容を変更する又は要請を取り下
げる国からの要請を受け付ける。ただし、暫定的な容量の変
更については容量の減少に限る。
３ 本機関は、前２項の要請を受け付けた場合には、関係する
一般送配電事業者たる会員に通知する。
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＜変更前＞ ＜変更後＞【業務規程】 【業務規程】

（参考）洋上風力発電の系統連系に関する規定の変更
（新旧対照表：業務規程）③

（接続検討）
第７１条 （略）
２ 本機関は、前項の通知を受けた一般送配電事業者たる会員
から検討料の入金を確認した旨の通知を受けたときは、接続
検討の申込みの受付を行い、一般送配電事業者たる会員に接
続検討の実施を速やかに依頼する。ただし、申込書類に不備
があるときは、書類の修正を求め、不備がないことを確認し
た上で申込みの受付を行う。
（新設）

（新設）
３ （略）
一 特定系統連系希望者が希望した最大受電電力に対して連
系ができない場合は、その理由及び代替案。代替案を示すこ
とができない場合は、その理由
二～四 （略）
五 特定系統連系希望者に対策を求めている場合は、その対
策の必要性及び工事の内容

六～九 （略）
４ （略）

（接続検討）
第７１条 （略）
２ 本機関は、次の各号に掲げる場合には、接続検討の受付を
行い、一般送配電事業者たる会員に接続検討の実施を速やか
に依頼する。ただし、接続検討の申込み又は要請の書類に不
備があるときは、書類の修正を求め、不備がないことを確認
した上で接続検討の受付を行う。

一 前項の通知を受けた一般送配電事業者たる会員から検討
料の入金を確認した旨の通知を受けた場合
二 国からの接続検討の要請を受け付けた場合
３ （略）
一 特定系統連系希望者が希望した又は国が要請した最大受
電電力に対して連系ができない場合は、その理由及び代替案。
代替案を示すことができない場合は、その理由
二～四 （略）
五 特定系統連系希望者に対策を求めている場合又は国の要
請による接続検討の結果において対策が必要となる場合は、
その対策の必要性及び工事の内容
六～九 （略）
４ （略）
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＜変更前＞ ＜変更後＞【業務規程】 【業務規程】

（参考）洋上風力発電の系統連系に関する規定の変更
（新旧対照表：業務規程）④

（特定系統連系希望者からの電源接続案件一括検討プロセスに
おける接続検討の受付）
第８１条 （略）
２ 本機関は、前項の規定により受け付けた接続検討について、
第２節の規定に準じて、一般送配電事業者たる会員に検討を
依頼し、検討の結果の確認、検証及び回答を行う。

（特定系統連系希望者からの電源接続案件一括検討プロセスに
おける接続検討の受付等）
第８１条 （略）
２ 本機関は、前項の規定により受け付けた接続検討及び国か
らの要請による接続検討について、第２節の規定に準じて、
一般送配電事業者たる会員に検討を依頼し、検討の結果の確
認、検証及び回答を行う。

（接続検討の回答）
第７２条 本機関は、前条第３項又は第４項の規定による検討
結果の確認及び検証を完了したときは、特定系統連系希望者
に対し、次の各号に掲げる事項に関する確認及び検証の結果
を速やかに書面にて回答するとともに必要な説明を行う。

一 特定系統連系希望者が希望した最大受電電力に対する連
系可否（連系ができない場合には、その理由及び代替案。代
替案を示すことができない場合には、その理由）

二 系統連系工事の概要（特定系統連系希望者が希望する場
合には、設計図書又は工事概要図等）
三～五 （略）
六 特定系統連系希望者に必要な対策

七・八 （略）
２～３ （略）

（接続検討の回答）
第７２条 本機関は、前条第３項又は第４項の規定による検討
結果の確認及び検証を完了したときは、特定系統連系希望者
又は国に対し、次の各号に掲げる事項に関する確認及び検証
の結果を速やかに書面にて回答するとともに必要な説明を行
う。
一 特定系統連系希望者が希望した又は国が要請した最大受
電電力に対する連系可否（連系ができない場合には、その理
由及び代替案。代替案を示すことができない場合には、その
理由）
二 系統連系工事の概要（特定系統連系希望者又は国が希望
する場合には、設計図書又は工事概要図等）
三～五 （略）
六 特定系統連系希望者に必要な対策又は国の要請による接
続検討の結果において必要な対策
七・八 （略）
２～３ （略）



10

＜変更前＞ ＜変更後＞【業務規程】 【業務規程】

（参考）洋上風力発電の系統連系に関する規定の変更
（新旧対照表：業務規程）⑤

（契約申込みに伴う回答内容の確認）
第９７条 本機関は、本機関が第７２条第１項及び第８２条第
２項の規定により特定系統連系希望者又は国に回答を行った
案件について、一般送配電事業者たる会員が特定系統連系希
望者から契約申込みを受けた場合において、その申込みに対
する検討結果が同項の回答と異なるときは、送配電等業務指
針で定めるところにより、検討結果の提出を受け、その内容
について妥当性を確認し、必要に応じて検証する。
２・３ （略）

（接続検討の回答を踏まえた特定系統連系希望者の再接続検討
の受付等）
第８２条 （略）
２ 本機関は、前項の規定により受け付けた再接続検討につい
て、第２節の規定に準じて、一般送配電事業者たる会員に検
討を依頼し、検討の結果の確認、検証及び回答を行う。

（接続検討の回答を踏まえた特定系統連系希望者の再接続検討
の受付等）
第８２条 （略）
２ 本機関は、前項の規定により受け付けた再接続検討及び国
からの要請による接続検討について、第２節の規定に準じて、
一般送配電事業者たる会員に検討を依頼し、検討の結果の確
認、検証及び回答を行う。

（契約申込みに伴う回答内容の確認）
第９７条 本機関は、本機関が第７２条第１項及び第８２条第
２項の規定により特定系統連系希望者に回答を行った案件に
ついて、一般送配電事業者たる会員が特定系統連系希望者か
ら契約申込みを受けた場合において、その申込みに対する検
討結果が同項の回答と異なるときは、送配電等業務指針で定
めるところにより、検討結果の提出を受け、その内容につい
て妥当性を確認し、必要に応じて検証する。
２・３ （略）
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】 【送配電等業務指針】

（参考）洋上風力発電の系統連系に関する規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）①

（発電設備等に関する契約申込みの受付）
第８８条 一般送配電事業者は、発電設備等に関する契約申込み
の申込書類を受領した場合には、申込書類に必要事項が記載
されていること及び第８８条の２に定める保証金が入金され
ていること（ただし、保証金を要しない場合は除く。）を確
認の上、契約申込みを受け付ける。ただし、申込書類に不備
がある場合には、申込書類の修正を求め、不備がないことを
確認した上で契約申込みの受付を行う。
（新設）

（新設）

２～４ （略）

（発電設備等に関する契約申込みの受付）
第８８条 一般送配電事業者は、発電設備等に関する契約申込み
の申込書類を受領した場合には、次の各号の区分に応じ、次
の各号に掲げる内容を確認の上、契約申込みを受け付ける。
ただし、申込書類に不備がある場合には、申込書類の修正を
求め、不備がないことを確認した上で契約申込みの受付を行
う。

一 系統連系希望者（再エネ海域利用法に定める促進区域内
海域において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を行う
ことにより海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者と
して公募により選定された者（以下「選定事業者」とい
う。）を除く。）が送電系統への連系等を希望する場合 申
込書類に必要事項が記載されていること及び第８８条の２に
定める保証金が入金されていること（保証金を要しない場合
を除く。）。
二 選定事業者が送電系統への連系等を希望する場合 申込
書類に必要事項が記載されていること、第８８条の２に定め
る保証金が入金されていること（保証金を要しない場合を除
く。）及び第１１１条第３項の規定により選定事業者に対し、
一般送配電事業者が定める接続検討の検討料の額を通知した
ときは、当該検討料が入金されていること。

２～４ （略）
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】 【送配電等業務指針】

（参考）洋上風力発電の系統連系に関する規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）②

（送電系統の容量確保の取消し）
第９４条 （略）
一～四 （略）
（新設）

五 （略）

（送電系統の容量確保の取消し）
第９４条 （略）
一～四 （略）
五 業務規程第６８条の２第２項の要請による同条第３項の
通知を受けた場合
六 （略）

（接続検討の申込みを行っていない場合等の取扱い）
第８９条 （略）
一～五 （略）
六 接続検討の回答日から１年を経過した場合

七 （略）
２・３ （略）

（接続検討の申込みを行っていない場合等の取扱い）
第８９条 （略）
一～五 （略）
六 接続検討の回答日から１年を経過した場合（ただし、再
エネ海域利用法第１３条に規定する公募占用指針が定められ
た促進区域内海域に発電設備等を設置する系統連系希望者に
よる接続検討の回答については、一般送配電事業者が選定事
業者からの発電設備等に関する契約申込みを受け付けるまで
の間又は第９４条第５号の規定により暫定的に確保した送電
系統の容量の全部又は一部を取り消すまでの間においては、
この限りではない。）
七 （略）
２・３ （略）

（暫定的な容量確保の特例）
第９３条 （略）
一 本機関から業務規程第６４条の通知を受けた場合 当該
通知の内容

二 （略）

（暫定的な容量確保の特例）
第９３条 （略）
一 本機関から業務規程第６４条の通知を受けた場合及び第
６８条の２第１項の要請により同条第３項の通知を受けた場
合 当該通知の内容
二 （略）
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】 【送配電等業務指針】

（参考）洋上風力発電の系統連系に関する規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）③

（発電設備等に関する契約申込みに対する検討結果が接続検討
の回答と異なる場合の取扱い）
第９９条 （略）
２ 前項の案件が、本機関が特定系統連系希望者に対して接続
検討の回答を行った案件である場合には、一般送配電事業者
は、本機関に対し、特定系統連系希望者への回答に先立ち、
発電設備等に関する契約申込みに対する検討結果を提出する
とともに、検討結果に差異が生じた理由を説明する。ただし、
検討結果の差異が工事費負担金の増加、工期の長期化及び特
定系統連系希望者側の設備対策の追加のいずれも伴わない軽
微なものである場合は、特定系統連系希望者に対する回答後、
本機関に対し、差異の概要を記載した書面を提出すれば足り
るものとする。
３・４ （略）

（発電設備等に関する契約申込みに対する検討結果が接続検討
の回答と異なる場合の取扱い）
第９９条 （略）
２ 前項の案件が、本機関が特定系統連系希望者又は国に対し
て接続検討の回答を行った案件である場合には、一般送配電
事業者は、本機関に対し、特定系統連系希望者への回答に先
立ち、発電設備等に関する契約申込みに対する検討結果を提
出するとともに、検討結果に差異が生じた理由を説明する。
ただし、検討結果の差異が工事費負担金の増加、工期の長期
化及び特定系統連系希望者側の設備対策の追加のいずれも伴
わない軽微なものである場合は、特定系統連系希望者に対す
る回答後、本機関に対し、差異の概要を記載した書面を提出
すれば足りるものとする。
３・４ （略）

（本機関が受け付けた接続検討に関する検討料の通知等）
第１１１条 （略）
２ （略）
（新設）

（本機関が受け付けた接続検討に関する検討料の通知等）
第１１１条 （略）
２ （略）
３ 一般送配電事業者は、本機関から業務規程第７１条第２項
第２号の場合における同項の規定による依頼を受けた場合に
おいて、選定事業者が選定されたときは、選定事業者に対し、
第８３条第１項に規定する検討料を不要とする場合を除き、
一般送配電事業者が定める接続検討の検討料の額を通知する
とともに、検討料の支払いに必要となる書類を送付する。



14

＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】 【送配電等業務指針】

（参考）洋上風力発電の系統連系に関する規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）④

（電源接続案件一括検討プロセスにおける接続検討の申込みに
対する検討）
第１２２条の３ 一般送配電事業者は、電源接続案件一括検討
プロセスにおいて本機関及び一般送配電事業者が受け付けた
全ての接続検討の申込内容を前提に、接続検討の回答に必要
となる事項について検討を実施する。

２ （略）

（電源接続案件一括検討プロセスにおける接続検討の申込みに
対する検討）
第１２２条の３ 一般送配電事業者は、電源接続案件一括検討
プロセスにおいて本機関及び一般送配電事業者が受け付けた
全ての接続検討の申込内容並びに業務規程第６８条第１項に
規定する国からの要請による接続検討の内容を前提に、接続
検討の回答に必要となる事項について検討を実施する。
２ （略）

（本機関が受け付けた接続検討）
第１１２条 一般送配電事業者は、本機関が受け付けた接続検
討に関して業務規程第７１条第２項、業務規程第８１条第２
項及び業務規程第８２条第２項の規定による依頼を受けた場
合は、接続検討を行い、本機関から特定系統連系希望者への
回答予定日の７営業日前までに、本機関へ検討結果を提出し
なければならない。
２～３ （略）

（本機関が受け付けた接続検討）
第１１２条 一般送配電事業者は、本機関が受け付けた接続検
討に関して業務規程第７１条第２項、第８１条第２項及び第
８２条第２項の規定による依頼を受けた場合は、接続検討を
行い、本機関から特定系統連系希望者又は国への回答予定日
の７営業日前までに、本機関へ検討結果を提出しなければな
らない。
２～３ （略）

（電源接続案件一括検討プロセスの開始）
第１２０条の４ （略）
一～五 （略）
（新設）

２～３ （略）

（電源接続案件一括検討プロセスの開始）
第１２０条の４ （略）
一～五 （略）
六 一般送配電事業者が、業務規程第６８条の２第１項の要
請による同条第３項の通知により送電系統に暫定的に確保し
た容量が既存の連系可能量を超過すると判断した場合

２～３ （略）
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】 【送配電等業務指針】

（参考）洋上風力発電の系統連系に関する規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）⑤

（電源接続案件一括検討プロセスの保証金）
第１２２条の９ （新設）

１ 系統連系希望者は、第１２２条の７の規定により再接続検
討を申込む場合は、業務規程第８２条の２に定める算定方法
に応じた保証金を、速やかに支払い、保証金の支払後、一般
送配電事業者にその旨を通知しなければならない。ただし、
保証金を要しない場合は除く。
（新設）

（新設）

２・３ （略）

（電源接続案件一括検討プロセスの保証金）
第１２２条の９ 一般送配電事業者は、次の各号に掲げる場合
には、系統連系希望者に対し、業務規程８２条の２に定める
算定方法に応じた保証金の支払いに必要となる書類を送付す
る。
一 第１２２条の４の規定により系統連系希望者（選定事業
者を除く。）に対して回答をする場合
二 選定事業者が選定された場合
２ 次の各号に掲げる者は、前項の書類を受領した場合で当該
各号に掲げる場合には、速やかに保証金を支払い、保証金の
支払後、一般送配電事業者にその旨を通知しなければならな
い。ただし、保証金を要しない場合は除く。

一 系統連系希望者（選定事業者を除く。） 第１２２条の
７の規定による再接続検討を申込む場合
二 選定事業者 第１２３条の規定による契約申込みを行う
場合

３・４ （略）

（電源接続案件一括検討プロセスにおける接続検討の回答）
第１２２条の４ （略）
２ 一般送配電事業者は、前項の回答時に系統連系希望者に対
し、第１２２条の９に定める保証金の支払いに必要となる書
類を送付する。

（電源接続案件一括検討プロセスにおける接続検討の回答）
第１２２条の４ （略）
（削る）
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】 【送配電等業務指針】

（参考）洋上風力発電の系統連系に関する規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）⑥

（電源接続案件一括検討プロセスにおける再接続検討の申込み
に対する検討）
第１２２条の１０ 一般送配電事業者は、本機関及び一般送配
電事業者が受け付けた全ての再接続検討の申込内容を前提に、
再接続検討の回答に必要となる事項について検討を行う。

２ （略）
３ 再接続検討における系統連系希望者の工事費負担金の額は、
電源接続案件一括検討プロセスの手続等にしたがって算出す
る。

（電源接続案件一括検討プロセスにおける再接続検討の申込み
に対する検討）
第１２２条の１０ 一般送配電事業者は、本機関及び一般送配
電事業者が受け付けた全ての再接続検討の申込内容並びに業
務規程第６８条第１項に規定する国からの要請による接続検
討の内容を前提に、再接続検討の回答に必要となる事項につ
いて検討を行う。
２ （略）
３ 再接続検討における工事費負担金の額は、電源接続案件一
括検討プロセスの手続等にしたがって算出する。
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】 【送配電等業務指針】

（参考）洋上風力発電の系統連系に関する規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）⑦

（電源接続案件一括検討プロセスにおける契約申込みの受付）
第１２３条の２ 一般送配電事業者は、前条の電源接続案件一括
検討プロセスにおける契約申込みの申込書類を受領した場合
には、申込書類に必要事項が記載されていること及び第１２
３条の９の規定により電源接続案件一括検討プロセスにおけ
る手続の一部を省略したときは、第８８条の２に規定する保
証金を要しない場合を除き、同条に規定する保証金が入金さ
れていることを確認の上、契約申込みを受け付ける。ただし、
申込書類に不備がある場合には、申込書類の修正を求め、不
備がないことを確認した上で契約申込みの受付を行う。
（新設）

（新設）

２～４ （略）

（電源接続案件一括検討プロセスにおける契約申込みの受付）
第１２３条の２ 一般送配電事業者は、前条の電源接続案件一括
検討プロセスにおける契約申込みの申込書類を受領した場合
には、次の各号の区分に応じ、次の各号に掲げる内容を確認
の上、契約申込みを受け付ける。ただし、申込書類に不備が
ある場合には、申込書類の修正を求め、不備がないことを確
認した上で契約申込みの受付を行う。

一 系統連系希望者（選定事業者を除く。）が送電系統への
連系等を希望する場合 申込書類に必要事項が記載されてい
ること及び第１２３条の９の規定により電源接続案件一括検
討プロセスにおける手続の一部を省略したときは、第８８条
の２に規定する保証金を要しない場合を除き、同条に規定す
る保証金が入金されていること。
二 選定事業者が送電系統への連系等を希望する場合 申込
書類に必要事項が記載されていること、第１２２条の９に定
める保証金が入金されていること（保証金が不要な場合を除
く。）及び第１１１条第３項の規定により選定事業者に対し、
一般送配電事業者が定める接続検討の検討料の額を通知した
ときは、当該検討料が入金されていること。

２～４ （略）
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1. 洋上風力発電の系統アクセスに関する規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）【スライド２
～１７】

• 洋上風力発電の新たな系統確保スキームの導入に関する変更

2. 広域予備率の運用開始に関する規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）【スライド１８～２６】

• 広域予備率及び補正料金算定インデックスの運用開始に関する変更

3. 需給調整市場拡大に関する規定の変更（送配電等業務指針）【スライド２７～３５】

• 需給調整市場三次①の開始に伴う各種計画等の提出時期に関する変更

4. 需給ひっ迫時の対応に関する規定の変更（業務規程）【スライド３６～４０】

• 需給ひっ迫時の対応態勢及び対応組織に関する変更



19２ 広域予備率の運用開始に関する規定の変更の背景

現在、一般送配電事業者は、供給区域毎に予備率を管理し、公募等によって調達した調整力(※1)を
用いて予備率を維持する運用を行っており、この調整力は、2021年4月より需給調整市場にて順次広
域調達することとしている。

調整力が広域調達された場合、調整力が各区域に均等にあるとは限らないためエリア毎の予備率には
大小が生じる。このため、エリアごとの予備率では需給状況のひっ迫度合いを判断できず、広域的にみる
ことで初めて予備率が十分にあるかどうかを判断できる。

また、2022年度から開始される新たなインバランス料金制度においては、需給ひっ迫時に系統利用者に
対する適切なインセンティブを与えて需給の改善を促すべく、需給ひっ迫時の補正インバランス料金として、
補正料金算定インデックス（※２）を用いたインバランス料金の運用が開始される。

※１周波数制御、需給バランス調整を行うための発電設備等の能力

これらに対応するため、
• 広域機関は、広域予備率及び補正料金算定インデックスを算出し、公表するとともに一般送配電事
業者に通知することが必要

• また、広域機関が電気事業者等に提出を求めている各種計画のうち、週間計画については、広域予備率
及び補正料金算定インデックスの算出のため、その提出内容について変更することが必要

※２（電力・ガス取引監視等委員会事務局「2022年度以降のインバランス料金制度について（中間とりまとめ）」（令和元年
12月17日））



20２ 広域予備率の運用開始に関する規定の変更の内容

［変更内容］

（広域予備率及び補正料金算定インデックスの算出、通知及び公表）

• 広域機関は、週間、翌日及び当日における広域予備率を算出し、公表するとともに一般送配電
事業者に通知する旨規定

• 広域機関は、当日における補正料金算定インデックスを算出し、公表するとともに一般送配電事
業者に通知する旨規定

※ 2024年度目途で、補正料金算定インデックスは、各一般送配電事業者等の予備率（広域予備率）
と一本化される予定。
（電力・ガス取引監視等委員会／制度設計専門会合(第44回) 令和元年12月17日）

（各種計画の提出内容及び期限の変更）

• 週間計画における電気事業者等の提出内容を「日別の需要電力等の最大値と予想時刻及び
最小値と予想時刻」から「広域機関が指定する２点の時刻の需要電力等」に変更する旨規定

• 当日計画における一般送配電事業者の計画提出期限を「随時」から「３０分ごとの実需給の開
始時刻の１時間前」に変更する旨規定

上記は、令和４年４月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する旨規定

【業務規程第１０８条】 ＜変更＞
【業務規程附則（令和 年 月 日）第１条第２項、第２条】 ＜新設＞
【送配電等業務指針別表８－１～別表８－４】＜変更＞
【送配電等業務指針附則（令和 年 月 日）第１条第２項】 ＜新設＞



21

＜変更前＞ ＜変更後＞【業務規程】 【業務規程】

（参考）広域予備率の運用開始に関する規定の変更
（新旧対照表：業務規程）

（一般送配電事業者たる会員への計画の送付）
第１０８条 （略）
（新設）

（一般送配電事業者たる会員への計画の送付等）
第１０８条 （略）
２ 本機関は、前条第１項第３号に定める計画（当該計画を変
更する計画を含む。）及び第１３３条の規定により算出した
連系線の空容量をもとに、週間、翌日及び当日における広域
予備率を算出し公表するとともに、関係する一般送配電事業
者たる会員に通知する。

（新設） 附則（令和 年 月 日）

（施行期日）
第１条 本規程は、令和３年７月１日又は経済産業大臣の認可
を受けた日のいずれか遅い日から施行する。
２ 前項の規定にかかわらず、第１０８条及び附則第２条の規
定は、令和４年４月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日
のいずれか遅い日から施行する。

（一般送配電事業者たる会員への補正料金算定インデックスの
通知等）

第２条 本機関は、２０２３年度までの間、第１０７条第１項
第３号に定める計画（当該計画を変更する計画を含む。）及
び第１３３条の規定により算出した連系線の空容量をもとに、
当日における需給ひっ迫時の補正インバランス料金を算定す
るための指標である補正料金算定インデックスを算出し公表
するとともに、関係する一般送配電事業者たる会員に通知す
る。
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】 【送配電等業務指針】

（参考）広域予備率の運用開始に関する規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）①

別表８－１ 需要調達計画等の提出

（※１）翌日計画に変更が生じた場合に提出する
（※２）提出日が休業日の場合も含む。

別表８－１ 需要調達計画等の提出

（※１）翌日計画に変更が生じた場合に提出する。
（※２）提出日が休業日の場合も含む。

提出する
計画

年間計画
（第１～
第２年度）

月間計画
（翌月、
翌々月）

週間計画
（翌週、
翌々週）

翌日計画
当日計画
（※１）

提出期限
毎年

１０月末日
毎月１日 毎週火曜日

毎日
午前１２時
（※２）

３０分ごとの
実需給の開始
時刻の１時間

前

提
出
内
容

需要
計画

各月平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値

各週平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値

本機関が指定
する２点の時
刻の日別の需
要電力

３０分ごとの
需要電力量

３０分ごとの
需要電力量

調達
計画

各月平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値発生時の
調達分の計画
値

各週平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値発生時の
調達分の計画
値

本機関が指定
する２点の時
刻の日別の調
達分の計画値

３０分ごとの
調達分の計画
値

３０分ごとの
調達分の計画
値

販売
計画

各月平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値発生時の
販売分の計画
値

各週平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値発生時の
販売分の計画
値

本機関が指定
する２点の時
刻の日別の販
売分の計画値

３０分ごとの
販売分の計画
値

３０分ごとの
販売分の計画
値

提出する
計画

年間計画
（第１～
第２年度）

月間計画
（翌月、
翌々月）

週間計画
（翌週、
翌々週）

翌日計画
当日計画
（※１）

提出期限
毎年

１０月末日
毎月１日 毎週火曜日

毎日
午前１２時
（※２）

３０分ごとの
実需給の開始
時刻の１時間

前

提
出
内
容

需要
計画

各月平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値

各週平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値

日別の需要電
力の最大値と
予想時刻及び
最小値と予想
時刻

３０分ごとの
需要電力量

３０分ごとの
需要電力量

調達
計画

各月平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値発生時の
調達分の計画
値

各週平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値発生時の
調達分の計画
値

日別の需要電
力の最大値及
び最小値発生
時の調達分の
計画値と予想
時刻

３０分ごとの
調達分の計画
値

３０分ごとの
調達分の計画
値

販売
計画

各月平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値発生時の
販売分の計画
値

各週平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値発生時の
販売分の計画
値

日別の需要電
力の最大値及
び最小値発生
時の販売分の
計画値と予想
時刻

３０分ごとの
販売分の計画
値

３０分ごとの
販売分の計画
値
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＜変更前＞ ＜変更後＞

（参考）広域予備率の運用開始に関する規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）②

【送配電等業務指針】 【送配電等業務指針】

別表８－２ 発電販売計画等の提出

（※１）翌日計画に変更が生じた場合に提出する。
（※２）提出日が休業日の場合も含む。

別表８－２ 発電販売計画等の提出

（※１）翌日計画に変更が生じた場合に提出する。
（※２）提出日が休業日の場合も含む。

提出する
計画

年間計画
（第１～
第２年度）

月間計画
（翌月、
翌々月）

週間計画
（翌週、
翌々週）

翌日計画
当日計画
（※１）

提出期限
毎年

１０月末日
毎月１日 毎週火曜日

毎日
午前１２時
（※２）

原則、３０分
ごとの実需給
の開始時刻の
１時間前

提
出
内
容

発電
計画

各月平休日別
の販売計画の
最大値及び最
小値発生時の
供給電力

各週平休日別
の販売計画の
最大値及び最
小値発生時の
供給電力

日別の販売計
画の最大値及
び最小値発生
時の供給電力
と予想時刻

３０分ごとの
供給電力量

３０分ごとの
供給電力量

販売
計画

各月平休日別
の販売電力の
最大値及び最
小値

各週平休日別
の販売電力の
最大値及び最
小値

日別の販売電
力の最大値及
び最小値と予
想時刻

３０分ごとの
販売分の計画
値

３０分ごとの
販売分の計画
値

調達
計画

各月平休日別
の販売計画の
最大値及び最
小値発生時の
調達分の計画
値

各週平休日別
の販売計画の
最大値及び最
小値発生時の
調達分の計画
値

日別の販売計
画の最大値及
び最小値発生
時の調達分の
計画値と予想
時刻

３０分ごとの
調達分の計画
値

３０分ごとの
調達分の計画
値

提出する
計画

年間計画
（第１～
第２年度）

月間計画
（翌月、
翌々月）

週間計画
（翌週、
翌々週）

翌日計画
当日計画
（※１）

提出期限
毎年

１０月末日
毎月１日 毎週火曜日

毎日
午前１２時
（※２）

原則、３０分
ごとの実需給
の開始時刻の
１時間前

提
出
内
容

発電
計画

各月平休日別
の販売計画の
最大値及び最
小値発生時の
供給電力

各週平休日別
の販売計画の
最大値及び最
小値発生時の
供給電力

本機関が指定
する２点の時
刻の日別の供
給電力

３０分ごとの
供給電力量

３０分ごとの
供給電力量

販売
計画

各月平休日別
の販売電力の
最大値及び最
小値

各週平休日別
の販売電力の
最大値及び最
小値

本機関が指定
する２点の時
刻の日別の販
売電力

３０分ごとの
販売分の計画
値

３０分ごとの
販売分の計画
値

調達
計画

各月平休日別
の販売計画の
最大値及び最
小値発生時の
調達分の計画
値

各週平休日別
の販売計画の
最大値及び最
小値発生時の
調達分の計画
値

本機関が指定
する２点の時
刻の日別の調
達分の計画値

３０分ごとの
調達分の計画
値

３０分ごとの
調達分の計画
値
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＜変更前＞ ＜変更後＞

（参考）広域予備率の運用開始に関する規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）③

【送配電等業務指針】 【送配電等業務指針】

別表８－３ 需要抑制計画等の提出

（※１）翌日計画に変更が生じた場合に提出する。
（※２）提出日が休業日の場合も含む。

別表８－３ 需要抑制計画等の提出

（※１）翌日計画に変更が生じた場合に提出する。
（※２）提出日が休業日の場合も含む。

提出する
計画

年間計画
（第１～
第２年度）

月間計画
（翌月、
翌々月）

週間計画
（翌週、
翌々週）

翌日計画
当日計画
（※１）

提出期限
毎年

１０月末日
毎月１日 毎週火曜日

毎日
午前１２時
（※２）

原則、３０分
ごとの実需給
の開始時刻の
１時間前

提
出
内
容

需要
抑制
計画

各月平休日別
の需要抑制計
画の最大値及
び最小値発生
時の需要抑制
電力

各週平休日別
の需要抑制計
画の最大値及
び最小値発生
時の需要抑制
電力

日別の需要抑
制計画の最大
値及び最小値
発生時の需要
抑制電力と予
想時刻

３０分ごとの
需要抑制電力
量

３０分ごとの
需要抑制電力
量

販売
計画

各月平休日別
の販売電力の
最大値及び最
小値

各週平休日別
の販売電力の
最大値及び最
小値

日別の販売電
力の最大値及
び最小値と予
想時刻

３０分ごとの
販売分の計画
値

３０分ごとの
販売分の計画
値

調達
計画

各月平休日別
の販売計画の
最大値及び最
小値発生時の
調達分の計画
値

各週平休日別
の販売計画の
最大値及び最
小値発生時の
調達分の計画
値

日別の販売計
画の最大値及
び最小値発生
時の調達分の
計画値と予想
時刻

３０分ごとの
調達分の計画
値

３０分ごとの
調達分の計画
値

ベー
スラ
イン

－ － －

３０分ごとの
計画値

３０分ごとの
計画値

提出する
計画

年間計画
（第１～
第２年度）

月間計画
（翌月、
翌々月）

週間計画
（翌週、
翌々週）

翌日計画
当日計画
（※１）

提出期限
毎年

１０月末日
毎月１日 毎週火曜日

毎日
午前１２時
（※２）

原則、３０分
ごとの実需給
の開始時刻の
１時間前

提
出
内
容

需要
抑制
計画

各月平休日別
の需要抑制計
画の最大値及
び最小値発生
時の需要抑制
電力

各週平休日別
の需要抑制計
画の最大値及
び最小値発生
時の需要抑制
電力

本機関が指定
する２点の時
刻の日別の需
要抑制電力

３０分ごとの
需要抑制電力
量

３０分ごとの
需要抑制電力
量

販売
計画

各月平休日別
の販売電力の
最大値及び最
小値

各週平休日別
の販売電力の
最大値及び最
小値

本機関が指定
する２点の時
刻の日別の販
売電力

３０分ごとの
販売分の計画
値

３０分ごとの
販売分の計画
値

調達
計画

各月平休日別
の販売計画の
最大値及び最
小値発生時の
調達分の計画
値

各週平休日別
の販売計画の
最大値及び最
小値発生時の
調達分の計画
値

本機関が指定
する２点の時
刻の日別の調
達分の計画値

３０分ごとの
調達分の計画
値

３０分ごとの
調達分の計画
値

ベー
スラ
イン

－ － －

３０分ごとの
計画値

３０分ごとの
計画値
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＜変更前＞ ＜変更後＞

（参考）広域予備率の運用開始に関する規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）④

【送配電等業務指針】 【送配電等業務指針】

別表８－４ 供給区域の需要及び供給力並びに調整力に関する計画の提出

（※）提出日が休業日の場合も含む。

別表８－４ 供給区域の需要及び供給力並びに調整力に関する計画の提出

（※）提出日が休業日の場合も含む。

提出する
計画

年間計画
（第１～
第２年度）

月間計画
（翌月、
翌々月）

週間計画
（翌週、
翌々週）

翌日計画 当日計画

提出期限
毎年

３月２５日
毎月２５日 毎週木曜日

毎日
１７時３０分

（※）
随時

提
出
内
容

供給
区域
需要
電力

各月平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値

各週平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値

日別の需要電
力の最大値と
予想時刻及び
最小値と予想
時刻

翌日の３０分
毎の需要電力
量

当日の３０分
毎の需要電力
量

供給
区域
供給
電力

需要電力に対
する供給電力

需要電力に対
する供給電力

需要電力に対
する供給電力

需要電力に対
する供給電力

需要電力に対
する供給電力

供給
区域
予備
力

需要電力に対
する予備力

需要電力に対
する予備力

需要電力に対
する予備力

需要電力に対
する予備力

需要電力に対
する予備力

供給
区域
調整
力

－

需要電力に対
する調整力必
要量（上げ）、
調整力確保量
（上げ）及び
調整力確保量
（下げ）

需要電力に対
する調整力必
要量（上げ）、
調整力確保量
（上げ）及び
調整力確保量
（下げ）

需要電力に対
する調整力必
要量（上げ）、
調整力確保量
（上げ）及び
調整力確保量
（下げ）

需要電力に対
する調整力必
要量（上げ）、
調整力確保量
（上げ）及び
調整力確保量
（下げ）

提出する
計画

年間計画
（第１～
第２年度）

月間計画
（翌月、
翌々月）

週間計画
（翌週、
翌々週）

翌日計画 当日計画

提出期限
毎年

３月２５日
毎月２５日 毎週木曜日

毎日
１７時３０分

（※）

３０分ごとの実
需給の開始時刻
の１時間前

提出
内容

供給
区域
需要
電力

各月平休日別の
需要電力の最大
値及び最小値

各週平休日別の
需要電力の最大
値及び最小値

本機関が指定す
る２点の時刻の
日別の需要電力

翌日の３０分ご
との需要電力量

当日の３０分ご
との需要電力量

供給
区域
供給
電力

需要電力に対す
る供給電力

需要電力に対す
る供給電力

需要電力に対す
る供給電力

需要電力に対す
る供給電力

需要電力に対す
る供給電力

供給
区域
予備
力

需要電力に対す
る予備力

需要電力に対す
る予備力

需要電力に対す
る予備力

需要電力に対す
る予備力

需要電力に対す
る予備力

供給
区域
調整
力

－

需要電力に対す
る調整力必要量
（上げ）、調整
力確保量（上
げ）及び調整力
確保量（下げ）

需要電力に対す
る調整力必要量
（上げ）、調整
力確保量（上
げ）及び調整力
確保量（下げ）

需要電力に対す
る調整力必要量
（上げ）、調整
力確保量（上
げ）及び調整力
確保量（下げ）

需要電力に対す
る調整力必要量
（上げ）、調整
力確保量（上
げ）及び調整力
確保量（下げ）
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＜変更前＞ ＜変更後＞

（参考）広域予備率の運用開始に関する規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）⑤

【送配電等業務指針】 【送配電等業務指針】

（新設） 附則（令和 年 月 日）

（施行期日）
第１条 本指針は、令和３年７月１日又は経済産業大臣の認可
を受けた日のいずれか遅い日から施行する。
２ 前項の規定にかかわらず、別表８－１、別表８－２、別表
８－３及び別表８－４は、令和４年４月１日又は経済産業大
臣の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。
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1. 洋上風力発電の系統アクセスに関する規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）【スライド２
～１７】

• 洋上風力発電の新たな系統確保スキームの導入に関する変更

2. 広域予備率の運用開始に関する規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）【スライド１８～２６】

• 広域予備率及び補正料金算定インデックスの運用開始に関する変更

3. 需給調整市場拡大に関する規定の変更（送配電等業務指針）【スライド２７～３５】

• 需給調整市場三次①の開始に伴う各種計画等の提出時期に関する変更

4. 需給ひっ迫時の対応に関する規定の変更（業務規程）【スライド３６～４０】

• 需給ひっ迫時の対応態勢及び対応組織に関する変更



28３ 需給調整市場拡大に伴う規定の変更の背景

低廉な電気料金を目的に、調整力のエリア外からの調達を可能とする、かつ調達頻度を細分化するような
需給調整市場では、2021年4月から三次調整力②の取引を開始し、2022年4月には三次調整力①の
取引を開始する予定。

三次調整力①は、確実に調達する等の観点から、卸電力市場での取引等が行われる前に行い、かつその
結果を各種週間計画に反映する必要があるため、実需給の前週火曜日までに取引を行うこととしている。

広域機関が電気事業者等に提出を求めている各種計画のうち、週間計画について、三次調整力①の約定
結果を反映する必要があるため、現状「毎週火曜日」としている提出期限を変更する必要がある。

※三次調整力①：ゲートクローズ後の需要予測誤差、再エネ予測誤差、電源脱落に対応する調整力



29３ 需給調整市場拡大に伴う規定の変更の内容

［変更内容］

• 週間計画における電気事業者等の計画提出期限を「毎週火曜日」から「毎週水曜日の午前１０
時」に変更する旨規定

上記は、令和４年４月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する旨規定

【送配電等業務指針別表８－１～別表８－３】＜変更＞
【送配電等業務指針附則（令和 年 月 日）第１条第２項】 ＜新設＞



30（参考）週間計画スケジュール

*BG：バランシンググループの略。複数の事業者が集まり、インバ
ランスの精算を合算して算定する対象となる単位。

2020年3月26日 広域機関公表 意見募集参考資料より抜粋



31（参考）需給調整市場における商品の要件 第19回需給調整市場検討小委員会
（2020年9月29日）資料4より抜粋・修正
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】 【送配電等業務指針】

（参考）需給調整市場拡大に伴う規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）①

別表８－１ 需要調達計画等の提出

（※１）翌日計画に変更が生じた場合に提出する
（※２）提出日が休業日の場合も含む。

別表８－１ 需要調達計画等の提出

（※１）翌日計画に変更が生じた場合に提出する。
（※２）提出日が休業日の場合も含む。

提出する
計画

年間計画
（第１～
第２年度）

月間計画
（翌月、
翌々月）

週間計画
（翌週、
翌々週）

翌日計画
当日計画
（※１）

提出期限
毎年

１０月末日
毎月１日

毎週水曜日
午前１０時

毎日
午前１２時
（※２）

３０分ごとの
実需給の開始
時刻の１時間

前

提
出
内
容

需要
計画

各月平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値

各週平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値

日別の需要電
力の最大値と
予想時刻及び
最小値と予想
時刻

３０分ごとの
需要電力量

３０分ごとの
需要電力量

調達
計画

各月平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値発生時の
調達分の計画
値

各週平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値発生時の
調達分の計画
値

日別の需要電
力の最大値及
び最小値発生
時の調達分の
計画値と予想
時刻

３０分ごとの
調達分の計画
値

３０分ごとの
調達分の計画
値

販売
計画

各月平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値発生時の
販売分の計画
値

各週平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値発生時の
販売分の計画
値

日別の需要電
力の最大値及
び最小値発生
時の販売分の
計画値と予想
時刻

３０分ごとの
販売分の計画
値

３０分ごとの
販売分の計画
値

提出する
計画

年間計画
（第１～
第２年度）

月間計画
（翌月、
翌々月）

週間計画
（翌週、
翌々週）

翌日計画
当日計画
（※１）

提出期限
毎年

１０月末日
毎月１日 毎週火曜日

毎日
午前１２時
（※２）

３０分ごとの
実需給の開始
時刻の１時間

前

提
出
内
容

需要
計画

各月平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値

各週平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値

日別の需要電
力の最大値と
予想時刻及び
最小値と予想
時刻

３０分ごとの
需要電力量

３０分ごとの
需要電力量

調達
計画

各月平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値発生時の
調達分の計画
値

各週平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値発生時の
調達分の計画
値

日別の需要電
力の最大値及
び最小値発生
時の調達分の
計画値と予想
時刻

３０分ごとの
調達分の計画
値

３０分ごとの
調達分の計画
値

販売
計画

各月平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値発生時の
販売分の計画
値

各週平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値発生時の
販売分の計画
値

日別の需要電
力の最大値及
び最小値発生
時の販売分の
計画値と予想
時刻

３０分ごとの
販売分の計画
値

３０分ごとの
販売分の計画
値
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＜変更前＞ ＜変更後＞

（参考）需給調整市場拡大に伴う規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）②

【送配電等業務指針】 【送配電等業務指針】

別表８－２ 発電販売計画等の提出

（※１）翌日計画に変更が生じた場合に提出する。
（※２）提出日が休業日の場合も含む。

別表８－２ 発電販売計画等の提出

（※１）翌日計画に変更が生じた場合に提出する。
（※２）提出日が休業日の場合も含む。

提出する
計画

年間計画
（第１～
第２年度）

月間計画
（翌月、
翌々月）

週間計画
（翌週、
翌々週）

翌日計画
当日計画
（※１）

提出期限
毎年

１０月末日
毎月１日 毎週火曜日

毎日
午前１２時
（※２）

原則、３０分
ごとの実需給
の開始時刻の
１時間前

提
出
内
容

発電
計画

各月平休日別
の販売計画の
最大値及び最
小値発生時の
供給電力

各週平休日別
の販売計画の
最大値及び最
小値発生時の
供給電力

日別の販売計
画の最大値及
び最小値発生
時の供給電力
と予想時刻

３０分ごとの
供給電力量

３０分ごとの
供給電力量

販売
計画

各月平休日別
の販売電力の
最大値及び最
小値

各週平休日別
の販売電力の
最大値及び最
小値

日別の販売電
力の最大値及
び最小値と予
想時刻

３０分ごとの
販売分の計画
値

３０分ごとの
販売分の計画
値

調達
計画

各月平休日別
の販売計画の
最大値及び最
小値発生時の
調達分の計画
値

各週平休日別
の販売計画の
最大値及び最
小値発生時の
調達分の計画
値

日別の販売計
画の最大値及
び最小値発生
時の調達分の
計画値と予想
時刻

３０分ごとの
調達分の計画
値

３０分ごとの
調達分の計画
値

提出する
計画

年間計画
（第１～
第２年度）

月間計画
（翌月、
翌々月）

週間計画
（翌週、
翌々週）

翌日計画
当日計画
（※１）

提出期限
毎年

１０月末日
毎月１日

毎週水曜日
午前１０時

毎日
午前１２時
（※２）

原則、３０分
ごとの実需給
の開始時刻の
１時間前

提
出
内
容

発電
計画

各月平休日別
の販売計画の
最大値及び最
小値発生時の
供給電力

各週平休日別
の販売計画の
最大値及び最
小値発生時の
供給電力

日別の販売計
画の最大値及
び最小値発生
時の供給電力
と予想時刻

３０分ごとの
供給電力量

３０分ごとの
供給電力量

販売
計画

各月平休日別
の販売電力の
最大値及び最
小値

各週平休日別
の販売電力の
最大値及び最
小値

日別の販売電
力の最大値及
び最小値と予
想時刻

３０分ごとの
販売分の計画
値

３０分ごとの
販売分の計画
値

調達
計画

各月平休日別
の販売計画の
最大値及び最
小値発生時の
調達分の計画
値

各週平休日別
の販売計画の
最大値及び最
小値発生時の
調達分の計画
値

日別の販売計
画の最大値及
び最小値発生
時の調達分の
計画値と予想
時刻

３０分ごとの
調達分の計画
値

３０分ごとの
調達分の計画
値
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】 【送配電等業務指針】

（参考）需給調整市場拡大に伴う規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）③

別表８－３ 需要抑制計画等の提出

（※１）翌日計画に変更が生じた場合に提出する。
（※２）提出日が休業日の場合も含む。

別表８－３ 需要抑制計画等の提出

（※１）翌日計画に変更が生じた場合に提出する。
（※２）提出日が休業日の場合も含む。

提出する
計画

年間計画
（第１～
第２年度）

月間計画
（翌月、
翌々月）

週間計画
（翌週、
翌々週）

翌日計画
当日計画
（※１）

提出期限
毎年

１０月末日
毎月１日 毎週火曜日

毎日
午前１２時
（※２）

原則、３０分
ごとの実需給
の開始時刻の
１時間前

提
出
内
容

需要
抑制
計画

各月平休日別
の需要抑制計
画の最大値及
び最小値発生
時の需要抑制
電力

各週平休日別
の需要抑制計
画の最大値及
び最小値発生
時の需要抑制
電力

日別の需要抑
制計画の最大
値及び最小値
発生時の需要
抑制電力と予
想時刻

３０分ごとの
需要抑制電力
量

３０分ごとの
需要抑制電力
量

販売
計画

各月平休日別
の販売電力の
最大値及び最
小値

各週平休日別
の販売電力の
最大値及び最
小値

日別の販売電
力の最大値及
び最小値と予
想時刻

３０分ごとの
販売分の計画
値

３０分ごとの
販売分の計画
値

調達
計画

各月平休日別
の販売計画の
最大値及び最
小値発生時の
調達分の計画
値

各週平休日別
の販売計画の
最大値及び最
小値発生時の
調達分の計画
値

日別の販売計
画の最大値及
び最小値発生
時の調達分の
計画値と予想
時刻

３０分ごとの
調達分の計画
値

３０分ごとの
調達分の計画
値

ベー
スラ
イン

－ － －

３０分ごとの
計画値

３０分ごとの
計画値

提出する
計画

年間計画
（第１～
第２年度）

月間計画
（翌月、
翌々月）

週間計画
（翌週、
翌々週）

翌日計画
当日計画
（※１）

提出期限
毎年

１０月末日
毎月１日

毎週水曜日
午前１０時

毎日
午前１２時
（※２）

原則、３０分
ごとの実需給
の開始時刻の
１時間前

提
出
内
容

需要
抑制
計画

各月平休日別
の需要抑制計
画の最大値及
び最小値発生
時の需要抑制
電力

各週平休日別
の需要抑制計
画の最大値及
び最小値発生
時の需要抑制
電力

日別の需要抑
制計画の最大
値及び最小値
発生時の需要
抑制電力と予
想時刻

３０分ごとの
需要抑制電力
量

３０分ごとの
需要抑制電力
量

販売
計画

各月平休日別
の販売電力の
最大値及び最
小値

各週平休日別
の販売電力の
最大値及び最
小値

日別の販売電
力の最大値及
び最小値と予
想時刻

３０分ごとの
販売分の計画
値

３０分ごとの
販売分の計画
値

調達
計画

各月平休日別
の販売計画の
最大値及び最
小値発生時の
調達分の計画
値

各週平休日別
の販売計画の
最大値及び最
小値発生時の
調達分の計画
値

日別の販売計
画の最大値及
び最小値発生
時の調達分の
計画値と予想
時刻

３０分ごとの
調達分の計画
値

３０分ごとの
調達分の計画
値

ベー
スラ
イン

－ － －

３０分ごとの
計画値

３０分ごとの
計画値
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＜変更前＞ ＜変更後＞

（参考）需給調整市場拡大に伴う規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）④

【送配電等業務指針】 【送配電等業務指針】

（新設） 附則（令和 年 月 日）

（施行期日）
第１条 本指針は、令和３年７月１日又は経済産業大臣の認可
を受けた日のいずれか遅い日から施行する。
２ 前項の規定にかかわらず、別表８－１、別表８－２、別表
８－３及び別表８－４は、令和４年４月１日又は経済産業大
臣の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。
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1. 洋上風力発電の系統アクセスに関する規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）【スライド２
～１７】

• 洋上風力発電の新たな系統確保スキームの導入に関する変更

2. 広域予備率の運用開始に関する規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）【スライド１８～２６】

• 広域予備率及び補正料金算定インデックスの運用開始に関する変更

3. 需給調整市場拡大に関する規定の変更（送配電等業務指針）【スライド２７～３５】

• 需給調整市場三次①の開始に伴う各種計画等の提出時期に関する変更

4. 需給ひっ迫時の対応に関する規定の変更（業務規程）【スライド３６～４０】

• 需給ひっ迫時の対応態勢及び対応組織に関する変更
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広域機関では、大規模災害により、需給状況の大幅な悪化等の電力需給に関する被害が発生し、又
は発生するおそれが場合等の緊急災害に関して、対応態勢及び組織について規定し、対応を行ってきて
いる。

他方、現行の規定では、今冬のような大規模災害に起因しない需給ひっ迫時の対応態勢及び組織については、
明確に定めていない。

2020年12月から寒冷な気候条件が続いたことなどにより、全国的に電源の供給力不足が継続的に発生した
ことから、広域機関として総力を挙げて対応するため、非常災害対応本部を2021年1月6日に設置し、必要
な対応を行ってきた。

４ 需給ひっ迫時の対応に関する規定の背景

今後、需給ひっ迫又は需給ひっ迫のおそれが継続することが認められる場合に、より万全な対応を取るこ
とができるよう、広域機関の対応態勢及び組織について、規定することが必要



38

［変更内容］

• 広域機関は、需給がひっ迫する、又は需給がひっ迫するおそれが継続することが見込まれるときは、
対応態勢を発令するとともに対応組織を置くことができる旨規定

【業務規程第１２３条の３】＜新設＞
【業務規程別表９－１】＜新設＞

４ 需給ひっ迫時の対応に関する規定の変更



39（参考）今冬の需給ひっ迫の対応について
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＜変更前＞ ＜変更後＞【業務規程】 【業務規程】

（参考）需給ひっ迫時の対応に関する規定の変更
（新旧対照表：業務規程）

（新設）

（新設）

（需給ひっ迫又は需給ひっ迫のおそれが継続することが見込ま
れる場合の対応）
第１２３条の３ 本機関は、需給がひっ迫する、又は需給が
ひっ迫するおそれがある状況が継続することが見込まれると
きは、別表９－１により対応態勢を発令するとともに対応組
織を置くことができる。
２ 第１７５条第２項から第７項までの規定は、前項の場合に
準用する。

別表９－１ 需給ひっ迫時の対応態勢及び対応組織

情勢 対応態勢 対応組織
次に定める事態が生じ、本機関の事

務局に置く部等を横断して対応するこ
とが必要な場合
１．複数の一般送配電事業者たる会員

の供給区域において、需給がひっ
迫する、又は需給がひっ迫するお
それがある状況が継続することが
見込まれるとき

２．その他需給がひっ迫するおそれが
ある状況が継続することが見込ま
れるとき

警戒態勢
（発令者：総務
部を管掌する
理事）

需給ひっ迫警戒
本部
（本部長：総務
部を管掌する
理事）

次に定める事態が生じ、本機関の事
務局に置く部等を横断して対応するこ
とが必要な場合
１．連系線のうち交流送電線で接続さ

れる複数の一般送配電事業者たる
会員の供給区域での広域的な予備
率が、別に定める値を継続的に下
回ることが見込まれるとき

２．その他需給がひっ迫する状況が継
続することが見込まれるとき

非常態勢
（発令者：理事
長）

需給ひっ迫非常
対応本部
（本部長：理事
長）


